
                    

 
 

令和７年度 まちづくり研修  

実施要領 
 

 

１．目 的 

人口減少、超高齢化社会の一層の進展のなか、持続可能なまちづくりを促進するた

め、住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体が互いに協力し合い、こころ豊かに暮らす地

域経営や地域課題解決策に向けた行政のあり方や役割について、考え、学び、まちづ

くり行政の知見を深める。 

 

 ２．対象者及び募集人員 

   （１）対象職員 

      兵庫県、県内市町の主にまちづくり・都市計画行政に取組む職員 

 

   （２）募集人員 

      ４０名   

 

 ３．開催概要 

（１）日  時 

   令和８年 ２月 ６日（金） １０時５５分～１６時１０分 

 

（２）会  場 

   詳細は次ページ「６．会場案内図」を参照ください。 

兵庫県私学会館 ２階 大会議室 神戸市中央区北長狭通４－３－１３ 

       

（３）講義及び講師 

      別紙「プログラム」のとおり 

 

（４）携 行 品 

      筆記用具 

 

４．研修会費及び納入方法 

 （１）研修会費 

      ３，０００円 

    

（２）納入方法 

①支払い方法は、原則、電子請求による振込みとします。  

②研修終了後、電子請求書発行システム（楽楽明細）により請求します。  

※）自己都合によるキャンセルの場合、受講料は全額請求します。 

なお、研修終了後、 欠席者宛テキストをお送り致します。 

兵庫県まちづくり技術センター   

研修管理システムにより、お申込みをお願いいたします。 



 

 

５．技術講習会の申し込み方法など 

   （１）申し込み方法 

申し込みは、研修管理システムにアクセスしてお申し込みください。 

申し込みが完了しましたら、申込受付完了メールが届きますが、後日、受講 
決定通知メールが届くまでは受講可能とはなりませんのでご注意ください。 

 

   （２）締め切り日 

      令和８年 １月２３日（金）１７時まで 

 

（３）技術講習会の申込先及び問い合わせ先 

公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター 企画部 企画調整課 

研修担当 前田・相根 

                                   事務担当 須古 

〒650-0023 神戸市中央区栄町通 6 丁目 1-21  電  話：078-367-1224 

                                 メール：kenshu@hyogo-ctc.or.jp 

 

 ６．会場案内図 

   兵庫県私学会館 ２階 大会議室 

 

 

                        〒650-0012 

神戸市中央区北長狭通4-3-13 

                        電話：078-335-7699 
                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他（修了証の発行について） 

   ９月以降に開催する研修については受講者に修了証を発行します。 

  なお、修了証はアンケートにご回答いただきました方のみ対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ８．講義の概要 

（１）兵庫県のまちづくりについて 

（１１:００～１１:５０） 

 

阪神・淡路大震災で得られた教訓を次代に伝えるため作られた兵庫県「まちづく

り基本条例」の概要、その基本理念である「人間サイズのまちづくり」の考え方、

同条例に基づき作成している「まちづくり基本方針」の最新版の内容（R4改定）や

同条例に基づき実施している「人間サイズのまちづくり賞」の最新の状況を説明し

ます。それに加えて、同条例の考え方にも通ずる官民連携により取り組んでいる、

最近の兵庫県のまちづくり施策から、「空き家再生からはじめるエリアマネジメント

推進プログラム」「ひょうご復興まちづくりアドバイザー派遣事業」について、概

要・考え方・最新の状況を紹介します。 

 

 

 

（２）住民主体のまちづくりを進めるために必要なこと 

    〜自治体職員に求められる新しい役割〜   （１３:０５～１４:２０） 

 

（１）行政主導の公共から新しい公共へのパラダイムシフト 

   ①人口減少社会への最適化の重要性 

   ②持続可能な地域社会を目指すために 

（２）持続可能なまちづくりに必要な３つの視点 

   ①住民が主体となる仕組み 

   ②地域経済の循環 

   ③自治体職員の新しい役割 

（３）事例紹介 

   ①エリアマネジメント 

   ②空き家再生 

   ③コミュニティビジネスの実践 

 

 

（３）住民主体のまちづくりの持続可能性をデザインする  

（１４:３５～１６:０５） 

 

(a)ワーク①「課題の見える化と共感」 

         地域課題のケーススタディから、課題の背景にある住民の想いや願     

いを言語化します。 

(b)ワーク②「持続可能な解決策のデザイン」 

     住民主体の解決策を抽出して、その実践方法をデザインします。 

(c)ワーク③「行政の対応策のデザイン」 

     住民主体のまちづくりを支援するために、行政職員はどうあるべきか    

を考えます。 

(d)まとめと振り返り 

 

 

 



令和７年度 まちづくり研修 

プ  ロ  グ  ラ  ム  

 時   間 研 修 テ ー マ 担 当 講 師 

 
 

 
 

 
 

 

令 
 

和 
 

８ 
 

年 
 

２ 
 

月 
 

６ 
 

日 
 

  

金 
  

 

10 時 30～  

 

10 時 55 分～11 時 00 分 

 

 

 

 

 

 受付 

 

オリエンテーション  

 

 

 

11 時 00 分～11 時 50 分 

 

 

 

 

11 時 50 分～12 時 50 分 

 

 

12 時 5０分～1３時 05 分 

 

 

 

13 時 0５分～14 時 20 分 

 

 

 

        

 

  

 

 

14 時 35 分～16 時 05 分 

 

 

 

 

16 時 10 分 

50 分 

 

 

 

 

６0 分 

 

 

15 分 

 

 

 

75 分 

 

 

 

 

 

 15分 

 

 

90 分 

 

 

「兵庫県のまちづくり 

について」 

 

 

 

昼 休 憩 

 

 

まち技センターからの事業紹介 

 

 

 

「住民主体のまちづくりを 

進めるために必要なこと」 

〜自治体職員に求められる 

新しい役割〜 

     

 

休 憩 

 

 

「住民主体のまちづくりの 

持続可能性をデザインする」 

 

 

 

閉 会 

 

兵庫県まちづくり部 

都市政策課 都市政策班 

（都市政策担当） 

主幹 田路 清嗣  

 

 

 

 

（公財）兵庫県まちづくり技術センター 

まちづくり推進部 まちづくり支援課 

 

 

（特非）神戸まちづくり研究所 

   副理事長 浅見 雅之 

（ひょうごまちづくり専門家バンク登録） 

    

 

 

 

 

 

（特非）神戸まちづくり研究所 

   副理事長 浅見 雅之 

（ひょうごまちづくり専門家バンク登録） 

 

会場：兵庫県私学会館 ２階 大会議室 

      〒650－0012 神戸市中央区北長狭通４丁目 3-13  Tel：078-335-7699 

 

 


